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1. 直江津港港湾 BCP とは 

1-1 目的 

直江津港は、約 20 万人が暮らす特例市である上越市を背後に、新潟県ひいては、中部地方・北陸

地方の暮らし、経済、産業の発展に大きく関わってきました。 

また、平成２３年には日本海側拠点港（LNG 部門）に選定され、国際海上コンテナ輸送やエネルギ

ーをはじめとする様々な分野で、背後圏の産業競争力の向上と経済活性化への一層の貢献が期待され

ています。  

この重要なインフラである直江津港の災害時におけるダメージを、港湾関係者の協働により最小限

に食い止め、背後圏の暮らしや産業機能の迅速な復旧に資するため、直江津港港湾ＢＣＰを策定する

ものです。 

 
1-2  直江津港港湾 BCP 策定に向けた基本的な考え方 

   ○ 港湾機能の回復のために必要な標準的プロセス（対応）を明確化する。 

○ その対応を誰が行うのかを明確化する。 

○ 情報を共有化することで各主体は回復プロセスを把握し、各ステップの進行を最短時間で完了さ

せるとともに、次のステップにスムースに引き継ぐことで全体の回復時間を最小化することを目指

す。 

 

 
港湾機能回復を担う港湾関係者の連携・協働体制（図１-１） 

【ＢＣＰ（事業継続計画）とは】 

万一、大地震などの大規模な自然災害や事故などが発生した場合、施設や設備等の被災による業務

機能の停止が懸念される。 

このような事態に際し、機能回復に要する時間を短縮して業務損失を最小限に抑えるために、あら

かじめ優先して回復すべき機能を抽出し、業務機能が停止した際の対処行動を計画したのが「ＢＣＰ」

である。 

【地域防災計画との関係】 

被災に対する初動は、地域防災計画に基づき対応することが基本である。港湾 BCP は、「港湾機能」

に着目し、その早期回復を図るための仕組み･手順に位置づける。 

 

１－３ 広域連携の考え方 

〇 北陸地域における災害等の被災範囲は比較的狭く、限定的であると想定されるため、北陸地域（北

陸地方整備局管内）の港湾が被災した場合、広域的な連携を図ることが効果的である。 

〇 そのため、各港の港湾 BCP では解決が困難なボトルネックを広域的な視点から解決するものであ

る。 
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図１－１ 港湾関係者の連携・協働体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な関係者を示したものであり、網羅したものではない。 
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2. 港湾施設一覧・配置図 

 

  直江津港における主な航路・泊地及び岸壁（主要荷役設備）は図２－１・２および表２－１・２のと

おりである。 

 

表 2－1 航路・泊地一覧表 

 

  番号 名　　称 種　　類 水深（ｍ） 管理者 施設番号

1 直江津港航路1 航　　路 -13.0 新潟県 15003A-1-1

2 直江津港航路2 航　　路 -14.0 新潟県 15003A-1-2

3 直江津港航路3 航　　路 -15.0 新潟県 15003A-1-3

4 直江津港航路4 航　　路 -4.5 新潟県 15003A-1-4

5 直江津港泊地1 回頭泊地 -13.0 新潟県 15003A-2-1

6 直江津港泊地2 回頭泊地 -10.0 新潟県 15003A-2-2

7 直江津港泊地3 回頭泊地 -7.5 新潟県 15003A-2-3

8 直江津港泊地4 回頭泊地 -4.5 新潟県 15003A-2-4

9 直江津港泊地5 回頭泊地 -4.5 新潟県 15003A-2-5

10 直江津港泊地6 回頭泊地 -2.5 新潟県 15003A-2-6

11 直江津港泊地7 回頭泊地 -4.0 新潟県 15003A-2-7

12 直江津港泊地8 回頭泊地 -6.5 新潟県 15003A-2-8

13 直江津港泊地9 回頭泊地 -14.0 新潟県 15003A-2-9

14 直江津港泊地10 回頭泊地 -5.5 新潟県 15003A-2-10
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図２－１ 航路・泊地配置図 
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表２－２ 岸壁一覧表（その 1） 
延長 水深 埠頭管理者

(m) (m) (所有者)

1 西埠頭1号岸壁 174 -10.0 アルモリックス軌道走行式移動 新潟県 直江津海陸運送(株)

吸引式陸揚機（ニューマアンローダー） アルモリックス㈱直江津

アルモリックスベルトコンベア 事業所

アルモリックスアルミナサイロ 日本通運㈱新潟支店

県営西埠頭野積場

県営船舶給水施設

2 西埠頭2号岸壁 185 -10.0 県営西埠頭上屋 新潟県 直江津海陸運送(株)

県営西埠頭野積場 日本通運㈱新潟支店

県営船舶給水施設

3 内貿埠頭南1号岸壁 200 -7.5 県営南埠頭上屋(佐渡汽船ターミナル) 新潟県 佐渡汽船(株)

（耐震岸壁） 佐渡汽船㈱待合所 古川海運㈱（佐渡汽船㈱

内貿埠頭２号物揚場 50 -4.0 佐渡汽船㈱固定式旅客回廊 直江津代理店）

内貿埠頭３号物揚場 50 -4.0 県営固定式旅客回廊 ㈱リンコーコーポレーション

佐渡汽船㈱船舶給水施設 上越海上保安署

佐渡汽船㈱船舶給油施設 東京税関　新潟税関支署

県営南埠頭前緑地 直江津出張所

県営南埠頭前緑地（佐渡島公園） 高助コーポレーション㈱

直江津港湾事務所 直江津港植物検疫協会

港湾管理用資材倉庫 直江津港木材輸入協会

港湾合同庁舎 日本海曳船(株)

4 内貿埠頭南3号岸壁 72 -4.5 休泊所 日本海港湾福利厚生協会 新潟県 日本海曳船(株)

内貿埠頭南4号岸壁 120 -4.5 直江津労働者福祉センター (一財)日本海港湾福利厚生協会

内貿埠頭南5号岸壁 60 -4.5 （港湾会館） 直江津海陸運送(株)

5 内貿埠頭北2号岸壁 60 -4.5 県営内貿北２号野積場 新潟県 日本海曳船(株)

内貿埠頭北3号岸壁 120 -4.5 県営内貿北３号野積場 上越海上保安署

県営検潮所 直江津海陸運送(株)

日本通運㈱新潟支店

6 中央埠頭1号岸壁 130 -7.5 海陸移動式タワークレーン 新潟県 直江津海陸運送(株)

海陸移動式タワークレーン（旧 日本通運㈱新潟支店

県営5号機）

県営中央１号荷さばき地

県営中央１号野積場

県営船舶給水施設

7 中央埠頭2号岸壁 185 -10.0 県営中央２号荷さばき地 新潟県 直江津海陸運送(株)

県営中央２号野積場 日本通運㈱新潟支店

県営船舶給水施設 高助コーポレーション㈱

8 中央埠頭木材岸壁 185.9 -10.0 県営木材荷さばき地 新潟県 高助コーポレーション㈱

県営木材野積場 直江津海陸運送(株)

県営船舶給水施設 日本通運㈱新潟支店

県営移動式タイヤマウント式多

目的ジブクレーン6号機

県営港公園（みなと風車公園・

防災拠点緑地）

県営南埠頭緑地（みなと風車公

園・防災拠点緑地）

9 中央埠頭鉱産品岸壁 270 -13.0 県営鉱産品荷さばき地 新潟県 高助コーポレーション㈱

県営中央上屋 直江津海陸運送(株)

県営中央上屋電気室 日本通運㈱新潟支店

県営中央2号上屋

県営鉱産品野積場

県営船舶給水施設

10 東埠頭1号岸壁 130 -7.5 日本通運コンテナ上屋 直江津海陸運送(株)

日本通運２号上屋 日本通運㈱新潟支店

日本通運３号上屋

日本通運リーチスタッカー

日本通運トップリフター

日本通運トラクタ・シャーシ

海陸運送上屋（海陸CFS）

海陸運送CFS2号上屋

県営東1号野積場

県営東４号野積場

県営東５号野積場

県営船舶給水施設

県営東埠頭緑地（スポーツ広場）

岸壁等名称 施設・設備 関係者
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表２－２ 岸壁一覧表（その２） 
延長 水深 埠頭管理者

(m) (m) (所有者)

11 東埠頭2号岸壁 240 -10.0 県営東2号野積場 新潟県 直江津海陸運送(株)

県営船舶給水施設 日本通運㈱新潟支店

12 東埠頭3号岸壁 185 -10.0 県営東3号野積場 新潟県 直江津海陸運送(株)

県営船舶給水施設 日本通運㈱新潟支店

13 東埠頭4号岸壁（耐震 170 -10.0 県営軌道走行式コンテナクレー 新潟県 直江津海陸運送(株)

岸壁） ン（GC2号機） 日本通運㈱新潟支店

県営６・７号野積場 ㈱リンコーコーポレーション

県営リーファ設備 JFEテクノス㈱

県営GC管理棟 ㈱サトーメック

県営GC管理棟（電気室）

県営船舶給水施設

14 東埠頭5号岸壁 130 -7.5 固定式ローディングアーム 新潟県 ㈱INPEXロジスティクス

貯油施設 ㈱INPEXロジスティクス 直江津シーサービス㈱

オイルターミナル直江津

県営船舶給水施設

15 危険物1号岸壁 90 -7.5 固定式ローディングアーム 新潟県 ㈱INPEXロジスティクス

危険物2号岸壁 130 -7.5 貯油施設 ㈱INPEXロジスティクス 直江津シーサービス㈱

オイルターミナル直江津

県営船舶給水施設

16 危険物3号岸壁 130 -7.5 固定式ローディングアーム 新潟県 昭和瀝青工業㈱上越油槽所

貯油施設　昭和瀝青工業㈱上越油槽所 直江津シーサービス㈱

県営船舶給水施設 ㈱リンコーコーポレーション

17 東埠頭漁港区岸壁 385 -4.5 県営船舶給水施設 新潟県 相村建設㈱

㈱ミツミ

18 東埠頭漁港区物揚場 280 -2.5 上越市漁業協同組合事務所 新潟県 上越市漁業協同組合

東埠頭漁港区船着場 100 -2.5 県営東埠頭地区荷さばき地 ㈱ミツミ

東埠頭地区物揚場① 180 -2.5 県営船舶給水施設 直江津海陸運送(株)

東埠頭地区物揚場② 400 -4.0 ㈱高舘組

新潟潜水興業㈱

㈱本間組

19 (株)JERA上越火力発 65 -6.5 ㈱JERA上越火力発電所 (株)JERA ㈱テクノ中部

電所荷揚桟橋 東北電力㈱上越火力発電所 直江津海陸運送(株)

㈱JERA

東北電力㈱上越火力発電所

20 (株)JERA上越火力発 140 -14.0 ㈱JERA上越火力発電所 (株)JERA ㈱テクノ中部

電所LNG受入桟橋 東北電力㈱上越火力発電所 直江津海陸運送(株)

㈱JERA

東北電力㈱上越火力発電所

（特非）ハッピーフィッ

シング

21 (株)INPEX JAPAN 452 -14.0 ㈱INPEX JAPAN直江津LNG基地 (株)INPEX ㈱テクノ中部

直江津LNG基地外航船 JAPAN 直江津海陸運送(株)

桟橋 ㈱INPEX JAPAN

22 (株)INPEX JAPAN 138 -5.5 ㈱INPEX JAPAN直江津LNG基地 (株)INPEX 直江津海陸運送(株)

直江津LNG基地内航船 JAPAN ㈱INPEX JAPAN

桟橋

岸壁等名称 施設・設備 関係者
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③内貿埠頭南 1 号岸壁佐渡汽船着岸状況 
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⑬東埠頭 4 号岸壁  

県営軌道走行式コンテナクレーン（GC2 号機） 
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荒浜埠頭地区 LNG 船着岸状況 
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3. 想定する地震と被害想定 

 

3-1 想定する地震 

活断層資料等の整理を行い、これに地震学的あるいは地質学的観点から発生が懸念されるその他の地

震やＭ６.５直下地震を加え、直江津港に大きな影響を及ぼす地震を想定すると、以下の地震が抽出さ

れる。 

・新潟県南西沖地震 

・長岡平野西縁断層帯 

・高田平野東縁断層帯 

・高田平野西縁断層帯           図３－１ 地震が想定される活断層 

・長野盆地西縁断層帯 

・糸魚川-静岡構造線断層帯北部・中部 

・M6.5 直下地震 

   この 7 地震のうち、直江津港に最も影響を与える地震は、「高田平野西縁断層帯」であることから、

これをレベル 2 地震動として被害を想定する。 

    

図３－１ 地震が想定される活断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北陸地方整備局資料 
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    また、今回想定した地震と過去の地震について対比資料を添付する。（表３－１） 

 

表３－１ 過去の地震 

 

 最大加速度（ガル・㎝/ｓ2） 震度（マグニチュード） 

新潟地震（S39） 約 390 震度 5 （M7.5）：旧基準 

今回想定の地震 764 － 

 

以上より、今回は新潟地震より、かなり規模の大きな地震を想定している。 

なお、東北地方太平洋沖地震・新潟県中越地震・兵庫県南部地震等の過去の大きな地震については、

今回想定の地震に対して最大加速度等は大きいが、地震動の伝わる地形や地質状況が大きく異なるた

め、比較対象とできない。 
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3-2 想定する津波 

   直江津港の地震津波時の浸水予測において、「日本海における大規模地震に関する調査検討会」（事務

局：国土交通省、内閣府、文部科学省）において報告のあった津波断層モデル F41（上越・糸魚川

沖）による津波の浸水被害が大きい。 

     ※水深：地盤面から津波水面までの高さ（単位：ｍ） 

 

表３－２ 津波断層モデルの諸元 

津波断層モデル 

モーメント 

マグニチュード 

Mw 

緯度 経度 

上端の 

高さ 

km 

風向 

度 

傾斜角 

度 

滑り角 

度 

長さ 

km 

幅 

km 

食い違い量 

(すべり量) 

cm 

F41 

（上越・糸魚川沖） 

7.6 

36.9922 

37.3618 

137.5859 

137.9308 

1.9 

37 

55 

45 

45 

76 

102 

51.5 

34.1 

22.7 

22.7 

48.6 

 

 

図３－２ 津波断層モデルの位置 
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3-3 被害想定 

 （1）主要施設の被害想定 

   主要施設において想定する被害の概要は、表３－３のとおりとする。 

 

表３－３ 主要施設の被害想定 

係留施設等の被害想定 

・東 4 号岸壁は、応急復旧により使用できる可能性 

・佐渡汽船着岸岸壁等の上記岸壁以外の岸壁は復旧に長期

間を要する可能性 

・港湾区域内及び背後の埋め立て地は、液状化の被害 

・津波による浸水被害 

航路・泊地の状況 
・漂流物・沈没物が多数存在する可能性 

・防波堤等の構造物倒壊による航路閉塞の可能性 

    

※係留施設の脆弱性については、対象地震（高田平野西縁断層帯）に対してチャート式耐震診断によ

り検討（図 3-３） 

   ※液状化については、国土交通省北陸地方整備局により「北陸の液状化しやすさマップ」より（図

3-４） 

   ※津波による被害については、新潟県の「新潟県津波浸水想定図」より（図 3-５） 
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（2）その他の施設の被害想定 

    その他、定量的な推定が困難な被害等、ボトルネックを抽出する上で前提条件となる被害想定を表

３－４にまとめる。 

 

表３－４ その他施設の被害想定 

施設 被害 

基本港湾施設 

ヤード 陥没・空洞・段差 

駐車場 陥没・空洞・段差 

臨港道路・橋 陥没・空洞・段差・落橋 

個別施設 

フェリー・旅客船 

ターミナルビル 破損・浸水 

車両乗降用装置 本体・電気系統の損傷 

接岸装置 

（防舷材・タラップ等） 
破損・落下・流出 

電気設備 破損・浸水 

受付システム 破損・データ消失 

貨物（コンテナ等） 

荷役機械・上屋・倉庫・

事務所 
破損・浸水 

荷役設備 
本体損傷・レールの歪み・

配管の切断 

物流システム 破損・データ消失 

保安設備 
SOLAS フェンス等の損

傷 

照明等 損傷・浸水 

漁港区域 荷役設備 倉庫等の破損浸水 

JERA ドルフィン ドルフィン損傷 杭の座屈等・パイプ破損 
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図３－３ 係留施設の脆弱性検討結果（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※被害程度は、「図 3-６ 係留施設の使用可否判定基準（案）」（港研資料Ｎｏ.1145）を判断基準

とする。  
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図３－３ 係留施設の脆弱性検討結果（その 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※被害程度は、「図 3-６ 係留施設の使用可否判定基準（案）」（港研資料Ｎｏ.1145） 

を判断基準とする。  
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図３－４ 液状化しやすさマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省北陸地方整備局・ 

（社）地盤工学会パンフレット 

発行日：2012 年 7 月 
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図３－５ 新潟県津波浸水想定図 
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出典：新潟県ホームページ（H2９年度版） 

http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/2919/003222.html 
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図３－６ 係留施設の使用可否判定基準（案） 

 

過去の被災事例から、港研資料 No.1145 に構造形式毎に使用可能な被害程度として 

許容被害程度が示されており、これを係留施設の利用可否の判定基準（案）とする。 

 

１ 係留施設本体及びエプロンに係る基準  ●重力式岸壁の許容被害程度基準の目安 

過去の被災事例から、港研資料 No.1145 に 

構造形式毎に使用可能な被害程度として許容被 

害程度が示されており、これを係留施設の利用 

可否の判定基準（試行案）とする。 

 

●矢板式岸壁の許容損傷程度の目安 

 

２ 船舶から見た係留施設の使用性 
兵庫県南部地震において実際に係留された船舶 

と係留施設の変形量のデータを基に係留施設の許 

容被災量について検討を行っている。【右下図】 

こ の 結 果 か ら 、「 係 留 施 設 の 法 線 の 凹 凸 変 位 量    

●桟橋式岸壁の許容損傷程度の目安 

（最大水平変位－最小水平変位）」は、0.5m 以 

下を係留施設の使用可否の判定基準（案）とする。 

なお上記の被災程度に分類される変形率であれ 

ば、この基準を満足する。 

 

３ 係留施設前面の水深 
地震等の作用により係留施設が変形するとと 

もに、係留施設前面の海底面も変状することが予 

想される。変状には、「土砂堆積等により水深が 

確保できなくなる場合」と「土砂等の洗掘による係留施設の不安定化」が考え 

られる。 

土砂堆積等の影響は、係留施設の安定性については問題ないが、入港船舶 

の喫水制限を行う必要がある。 

土砂等の洗掘の影響は、係留施設が不安定となる可能性があるため、二次 

点検結果から係留施設の安定性照査を実施し、使用の可否について判定する 

ことになる。 

 

４ 附属施設 
 ・係船柱…部材破損の有無を係船柱の使用可否の判定基準（案）とする。 

・防舷材…部材破損の有無を防舷材の使用可否の判定基準（案）とする。 

 

（注）１部の附属施設破損は、係留施設の使用の 

可否判定に直接結びつかない。 

  

許容被害程度 被害程度Ⅰ 被害程度Ⅱ 被害程度Ⅲ 被害程度Ⅳ 

壁体本体 
法線変形率（ｄ/Ｈ）* 1.5％未満** 1.5～5％ 5～10％ 10％以上 

海側への残留傾斜 ３°未満 3～5° 5～8° 8°以上 

エプロン 

ｴﾌﾟﾛﾝ上の段差 0.03～0.1ｍ未満 － － － 

ｴﾌﾟﾛﾝ背後地間の段差 0.3～0.7ｍ未満 － － － 

海側への傾斜 2～3°未満 － － － 

* ｄ：壁体天端高の残留水平変位 Ｈ：重力式壁体の高さ 

** 代替基準に「法線の出入りが 30 ㎝未満」もある 

許容被害程度 
構造被害 

（直接被害） 

機能被害 

（間接被害） 

被害程度Ⅰ 

<使用可能> 

無被害ないし

軽微な被害 

機能維持ないし

軽微な機能低下 

被害程度Ⅱ 

<補修可能> 
限定被害 

短期間の機能停

止 

被害程度Ⅲ 

<非崩壊限界> 

著しい被害 

（崩壊はしな

い） 

長期間の機能停

止ないし機能喪

失 

被害程度Ⅳ 

<崩壊> 
構造喪失 機能喪失 

許容損傷程度 被害程度Ⅰ 被害程度Ⅱ 被害程度Ⅲ 被害程度Ⅳ 

残留変位 
矢板 

正規化水平変位

（ｄ/Ｈ） 
1.5％以下 1.5～5％ 5～10％ 10％以上 

海側への傾斜角 ３°以下 3～5° 5～8° 8°以上 

ｴﾌﾟﾛﾝ 段差 － － － － 

最大応答 

矢板 
根入上部 弾性 

塑性 
(許容塑性率内) 

塑性 
(許容塑性率内) 

塑性 

根入部 弾性 弾性 
塑性 

(許容塑性率内) 
塑性 

ﾀｲﾛｯﾄﾞ  弾性 弾性 塑性 塑性 

ｱﾝｶｰ 
 

弾性 弾性 
塑性 

(許容塑性率内) 
塑性 

許容損傷程度 被害程度Ⅰ 被害程度Ⅱ 被害程度Ⅲ 被害程度Ⅳ 

残留変位 

床版と背後地

盤間の段差 
0.1～0.3ｍ未満 － － － 

海側への傾斜

角 
2～3°未満 － － － 

地震時発生

最大応答値 
杭 

軽微な残留変形

ないし残留変形

が皆無であるよ

うな実効的な弾

性限度内 

修復可能なレ

ベル内での限

定された塑性

応答及び残留

変位 

崩壊に近い塑性応答

（杭頭及び地中の２箇

所に塑性ヒンジが発生

する杭は１本ないし限

定された本数に限る） 

被害程度Ⅲ

を超えた状

態 
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4. 被災により想定される影響 

 

4-1 港湾施設への被災による影響 

  港湾施設においては、各港湾施設の被害によって運送等に直接的影響が想定される。

（入出港時の水深制限・荷役制限等）下図に被害想定を取りまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
船舶の入出港 

航行補助施設 

・信号施設の損傷 

外郭施設 

・防波堤の損傷 

船舶の離着岸 

荷役機械・上屋・倉庫・事務所等 

・地震による倒壊 ・津波による浸水 

荷役設備（クレーン等） 

・レールの歪み  ・配管の切断等 

物流システム 

・破損、データ消失 

安全設備 

・SOLAS フェンス等の損傷 

照明設備 

・地震による損傷 ・津波による浸水 

係留施設（岸壁・桟橋等） 

・矢板のたわみ、傾斜 

・控え杭の傾斜、移動 

・継ぎ目の開き 

・吸出し防止機能低下 

・沈下 

・基礎地盤の洗掘 

付属設備 

・防舷材、係船柱の損傷 

航路泊地 

・埋没 

・漂流物、沈殿物 

（コンテナ・車両・木材等） 
作業船 

・損傷、沈没 

貨物等の荷捌き 

船舶給水施設 

・配管等の破損 

緊急時においても必要最小限の 

輸送を担うべき基本的な施設 

通常時において利便性の高い 

輸送を担う施設 

エプロン・野積場・駐車場 

・陥没、空洞（土砂の吸出し） 

・ひび割れ 

・沈下、段差 

・散乱物 

（コンテナ・車両・木材等） 

運搬用トラック 

・損傷 
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4-2 生活・経済に与える影響 

   生活・経済に与える影響は、表４－１のとおりである。 

 

表４－１ 生活に与える影響 

 

 影響項目 影響内容 

①  
観光産業への影響 

（カーフェリー機能） 

離島航路の人流が途絶え、住民や観光客への影

響が発生する。 

キャンセル、イメージダウンなどによる観光産

業への影響は大きい。 

②  
輸入雑貨の供給寸断 

（東埠頭 4 号岸壁） 

生活に密着した輸入雑貨の供給が寸断され、市

民生活への支障が懸念される。 

③  工場の操業停止等 

電気・燃料などの供給不安定により、工場の操

業停止などが発生し、製品出荷の停滞はもとよ

り、雇用も保たれず地域経済に大きな影響を与

える。 

④  陸送による物流コストの増大 

港湾機能が回復しなかった場合、代替港などを

利用することとなり、陸上輸送距離の増大等に

より荷主の物流コストが増大する。 

⑤  他港への顧客流出 

他港の利用により大口荷主・顧客を失い、機能

回復後においても港湾関連企業の経営に大きな

影響が残ることが懸念される。 
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5. 復旧に向けた課題と対応方針 

 

   復旧に向けた課題および対応方針は、図５－１のとおりである。 

 
図５－１ 復旧に向けた課題と対応方針 

 

課  題 

① 

手順・方法が不明確なことに

よる被災調査、応急復旧等の

着手の遅れ 

② 
必要資源の不足による応急復

旧等の着手、進捗の遅れ 

③ 
港湾関係者の連携不足による

非効率な災害対応 

④ 
役割分担の不明確なことによ

る応急復旧等の着手の遅れ 

⑤ 
港湾施設等の甚大な被害によ

る復旧の遅れ 

 

 

   以上より、直江津港港湾 BCP 策定においては、次の 2 点を対応方針とする。 

 

① 復旧プロセスの円滑化による復旧時間の短縮 

   （情報共有・資源（人や資機材）の確保 

・役割分担を含めた回復段階に沿った手順の構築） 

 

② 港湾施設の耐震化、免震化対応の検討 

 

 

 

  

対応方針 

① 

物流機能再開に至る時間軸に

沿った対応手順・方法の明確

化 

② 応急復旧等に必要な資源確保 

③ 
港湾関係者のネットワーク構

築による協働体制構築 

④ 港湾関係者の役割分担明確化 

⑤ 
港湾施設等の被害予防・軽減

策 
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6. 優先復旧の基本方針 

 

6-1 優先する機能 

   優先する機能は、表 6－１のとおりである。 

 

表６－１ 優先する機能 

機  能 理  由 備  考 

緊急物資輸送 
防災拠点として、被災者の避難、緊急物

資の迅速かつ確実な輸送を確保 

既設耐震強化岸壁 

東埠頭 4 号岸壁 

水深：-10.0ｍ 

延長：170ｍ 

エネルギー供給 経済・生活に及ぼす影響の低減 
荒浜埠頭地区 

（電力等） 

企
業
物
流
等 

佐渡航路 
離島航路における人流･物流機能の早期

回復 

内貿埠頭南1号岸壁 

  水深：-10.0ｍ 

  延長：200ｍ 

コンテナ航路 

国際物流の早期回復（韓国・中国） 
既設耐震強化岸壁 

東埠頭 4 号岸壁 

水深：-10.0ｍ 

延長：170ｍ 
地域産業に及ぼす影響の低減 

 

6-2 優先する係留施設 

   復旧を優先する係留施設は、原則として地震・津波による被害が少なく、水深の深い

係留施設とする。 

   その他、以下のことに留意する。 

 

   ・エネルギー供給や地域経済への影響 

・代替施設の有無（港内及び近隣他港） 

・幹線航路の該当有無 

・荷役付帯設備の有無（クレーン・ストックヤード等） 

・海上・陸上アクセスの良否 

 

  なお、優先復旧のイメージ図を図６－１に添付する。 
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図６－１ 優先復旧のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐震強化岸壁の応急復旧 

・係船機能の確保 

・荷役性の確保 

背後地の道路啓開 

緊急物資輸送航路の確保 

・航路啓開（耐震強化岸壁まで） 

・漂流物の航路侵入対策 

復旧工事用船舶・官公庁

船・商船等の活動水域を拡

大 

・航路啓開（港全域） 

緊急物資輸送航路 

耐震強化岸壁の利用調整 

各岸壁の復旧 

緊急物資輸送 

活動の完了 

緊急輸送航路等確保時 

応急・本復旧時 

エネルギー供給の確保 

・航路啓開 

・漂流物の航路侵入対策 

エネルギー供給の確保 
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7. 回復目標の設定 

 

7-1 岸壁の復旧期間 

   岸壁の復旧期間は、表 7－1 のとおりである。 

 

表 7－1 岸壁復旧期間 

岸壁 応急復旧期間（日） 本復旧期間（月） 

東埠頭 4 号岸壁 10 6.0 

その他岸壁 不可能 6.0～10.0 

    

東埠頭 4 号岸壁以外の岸壁は、「3 .想定する地震と被害想定」で述べたとおり、応急

復旧により使用することは困難である。なお、荒浜埠頭地区（LNG 部門等）について

は、民間バースであるため、各企業での設定が必要となる。 

   また、図 7－1 に東埠頭 4 号岸壁の応急復旧方法・図 7－2 にその他岸壁の代表と

して、内貿埠頭南 1 号岸壁の本復旧方法を添付する。 

 

図７－１ 東埠頭 4 号岸壁応急復旧方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

改良土

-10.0

+2.4+2.3

変位量　1.1ｍ

沈
下

量
　

0
.1

ｍ

クレーン軌道

鋼管矢板φ1000×11ｔ

（SKY490）

L=25.0ｍ

応急復旧手順

　①エプロン舗装撤去

　　　　　↓

　②クレーン軌道の補修

　　　　　↓

　③砕石によるエプロン舗装

凡　例

現　況

被災後

鋼管杭φ800×9ｔ

（SKY490）

L=31.0ｍ

鋼管杭φ1000×12ｔ

（SKY490）

L=32.0ｍ
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図７－２ 内貿埠頭南 1 号岸壁本復旧方法 

 

  

+2.4

-10.0

-25.0

-18.0

鋼管矢板φ1000

t=12　L=26.00ｍ

鋼管杭φ600

t=9　L=19.00ｍ

+1.2+1.2

-18.0

新設控え鋼管杭

新設鋼管矢板

-25.0

凡　例

現　況

被災後

+2.4
+1.9

変位量　5.4ｍ

復旧前出　7.0ｍ

沈
下

量
　

0
.5

ｍ

本復旧

新設タイ材

既設エプロン舗装撤去

及び床掘

エプロン再舗装

エプロン舗装　ｔ＝250（コンクリート舗装）

路　　　　盤　ｔ＝200（粒度調整砕石）

既設上部工撤去

本復旧手順

　①既設付帯設備撤去（防舷材・係船柱等）

　　　　　↓

　②既設エプロン舗装撤去及び床掘

　　　　　↓

　③既設上部工撤去

　　　　　↓

　④新設控え鋼管杭の打設

　　　　　↓

　⑤新設鋼管矢板の打設

　　　　　↓

　⑥新設腹起し工の設置

　　　　　↓

　⑦新設タイ材の設置

　　　　　↓

　⑧新設上部工及び新設控え上部工の打設

　　　　　↓

　⑨撤去した附帯工の再設置

　　　　　↓

　⑩埋戻し及びエプロン再舗装

新設腹起し工

及び上部工

新設控え上部工
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7-2 航路・泊地の復旧期間 

   航路・泊地に流出物が発生した場合、被災程度等により復旧日数が一概に言えないた

め、直江津港港湾 BCP においては、東日本大震災の事例から、14 日間（2 週間）を

設定する。 

 

表 7－２ 東日本大震災時の岸壁利用時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も災害対策利用までの期間が長いのは、茨城港（大洗地区）で地震発生から 13 日

間である。（地震発生：3 月 11 日～災害対策利用：3 月 24 日） 

 

出典：港湾における初動対応（国土交通省）       

http://www.mlit.go.jp/common/000204228.pdf 
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7-3 回復目標の設定 

   直江津港港湾 BCP においては、港湾機能の回復目標を表 7－3 のとおり設定する。 

 

表 7－３ 港湾機能回復目標の決定 

機能 目標復旧期間 対象施設 備考 

緊急物資輸送 災害発生後 14 日以内 東埠頭 4 号岸壁 

緊急物資輸送の目標復旧

期間は、新潟県地域防災計

画により 3 日以内と規定

されている。よって、緊急

物資輸送の初動は、他港岸

壁の利用となる。 

エネルギー供給 災害発生後 14 日以内 
荒浜埠頭地区 

の桟橋・岸壁 
 

企
業
物
流
等 

佐渡航路 
復旧に長期間を要する 

（10 ヶ月程度） 
内貿埠頭南 1 号岸壁 

復旧するまでの期間、新潟

西港を代替港として利用

する必要がある。（注 1） 

コンテナ航路 

応急復旧による物流再開 

災害発生後 14 日以内 

（注 2） 

東埠頭 4 号岸壁 

係留施設、ヤードの復旧目

標を定めたものであり、今

後、荷役体制等を含めた検

討を要する。 

一般貨物 
復旧に長期間を要する 

（6～10 ヶ月程度） 
東埠頭 4 号岸壁以外 

復旧するまでの期間、東埠

頭 4 号岸壁や他港岸壁の

利用となるため、利用調整

が必要である。 

 

（注１） 佐渡航路において新潟西港による代替を検討する場合、物流・人流方法の

検討が必要である。 

（注２） 広域的に被災した場合、施設の修復に必要な人材、資機材等に制約が生じ

る可能性が高いが、限られた資源を集中的に投下し、目標復旧期間内での

一部供用開始を目指すものとする。 
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8. ボトルネックと対応策 

 

「5.復旧に向けた課題と対応方針」において決定した、対応方針についてボトルネッ

ク（阻害要因）と回復目標を達成するための対応策を表 8-1～3 に取りまとめる。 

 

表 8－１ 情報共有に対するボトルネックと対応策 

構成要素 ボトルネック 
主な対応策 

事前対策 事後対応 

情報 ・情報途絶 ・情報連絡体制の確立 

・新たな通信手段の確

保 (衛星電話等の導

入) 

・被災情報、復旧情報等

に係る迅速な情報共

有 

 

表 8－２ 資源の確保に対するボトルネックと対応策 

構成要素 ボトルネック 
主な対応策 

事前対策 事後対応 

人・資機材等 ・人員不足 

・資機材の不足 

・作業船等の被災 

・対応可能要員の増加 

・予備資機材の在庫 

・復旧、物流再開に係る

要員の確保 

・復旧資機材、燃料等の

確保 

 

表 8－３ 回復段階に沿った手順に対するボトルネックと対応策 

構成要素 ボトルネック 
主な対応策 

事前対策 事後対応 

物流関連企業等 ・拠点施設等の被災 ・拠点施設の分散化等 ・体制構築 

港湾施設、道路 ・水域への落下物 

が、漂流、沈水 

⇒入出港制限 

・岸壁、エプロン、荷

役機械等が損傷⇒

着岸・荷役制限 

・道路の陥没など 

⇒背後地との輸送

制限 

・応急復旧等に係る 

協定 

・代替施設（他港等）利

用に係る協定 

・耐震化整備（予防、減

災対策） 

・水域啓開 

・岸壁、エプロン、荷役

機械等の修復（応急

復旧、本復旧） 

・道路の修復 

・代替施設（港）利用 
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9. 対応策を実現するための行動計画 

 

港湾機能の早期回復を図るため、各関係者が連携・協働して、前項にで示した対応策

を実現するための、具体的な行動計画を表 9-1～8 に取りまとめる。 

なお、回復段階に沿った手順に対する具体的な行動計画は「図 9-1 復旧に向けたフ

ローチャート」に沿って整理を行う。 

 

表 9－１ 対応策実現行動計画表一覧 

 

表番号 内    容 頁 

9-3 情報共有実現行動計画 33 

9-4 資源確保実現行動計画（その 1・2） 34・35 

9-5 回復段階に沿った手順等実現行動計画（初動対応 1・2） 36～38 

9-6 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応-緊急物資輸送 1～3） 38～40 

9-7 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応） 41・42 

9-8 回復段階に沿った手順等実現行動計画（本復旧対応） 42 

 

表 9－２ 役割区分一覧 

役割区分 機関名 

港湾管理者 
新潟県交通政策局港湾整備課 

新潟県上越地域振興局直江津港湾事務所 

国土交通省 
北陸地方整備局港湾空港部 

北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 

海上保安庁 上越海上保安署 

港湾運送事業者 

船舶代理店 

高助コーポレーション㈱・直江津海陸運送㈱・㈱リンコーコーポレーション・

日本通運㈱・古川海運㈱・甲信越福山通運㈱ 

海上運送事業者 佐渡汽船㈱ 

工事・測量業者 直江津港建設工事安全連絡協議会 

他関係者 

東京税関新潟税関支署直江津出張所・横浜植物防疫所新潟支所直江津出張所 

上越市・上越警察署・上越地域消防局・直江津港木材輸入協会 

上越市漁業協同組合・㈱JERA・日本海曳船㈱・昭和瀝青工業㈱ 

アルモリックス㈱・㈱INPEX JAPAN・㈱INPEX ロジスティクス 

その他直江津港港湾 BCP 協議会員以外の関係者 
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図 9－１ 復旧に向けたフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体制構築（人員確保） 

初動対応（表 9-5・P.36～3

被災調査（一次調査） 

立入規制等緊急措置 

被災調査（二次調査） 

応急復旧対応（表 9-7・P.41・42） 

緊急物資荷揚げ 

岸壁決定 

緊急物資輸送 

（表 9-6・P.38～40） 

輸送体制 

構築 

応急復旧で 

利用可能 
二次調査が 

必要な岸壁 

応急復旧 

航路啓開 

緊急物資輸送開始 

応急物流再開 

応急復旧で 

利用可能 

緊急物資荷揚げ 

岸壁決定 

輸送体制 

構築 

応急復旧 

航路啓開 

応急物流再開 

本復旧対応（表 9-8・

本復旧 

本格物流再開 

復旧に長期間

を要す岸壁 

復旧に長期間

を要す岸壁 
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表 9－３ 情報共有実現行動計画 

 

 

情 報 対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

備考 

（○他 ：他関係者） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

1 通信手段の確保 

・各関係者は、情報

途絶等に対 応す

るため、多様な通

信手段を確保 

● ● ● ● ● ● ● 
・衛星電話、無線、災害時優先

電話等の設置 

・○他 ：全ての他関係者 

2 

情報連絡体制 

の構築 

・各関係者は、被災

状況調査・応急復

旧および物流等再

開に向けて必要な

連絡網・連絡手段

を確認 

● ● ● ● ● ● ● 

・ボトルネックとなる関係者 

等の精査（構成員又は情報連

絡先の確認） 

・○他 ：全ての他関係者 

・「表１１-1 情報共有者

一覧表（その 1・2）」

参照 

 

3 

各段階での 

情報共有 

・港湾管理者等は、

回復に向けた各段

階でホームページ

および電子メール

等により関係者と

情報共有 
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・情報を共有する段階、内容 

等の調整 

 

 

段階 情報共有内容 

緊急措置 

立入規制・注意標識 

・航泊禁止 

被災調査 

被災状況、利用可

否、復旧見通し 

応急復旧 着手・経過・完了 

航路啓開 着手・経過・完了 

・○他 ：全ての他関係者 

・「表 1１-2 情報発信様

式（案）」参照 
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表 9－４ 資源確保実現行動計画 

 

資 源 対応 

役割 広域連携 

 調整事項等 

備考 

（○他 ：他関係者

詳細） 

●主担当、○従担当・協力 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

北
陸
地
方
整
備
局(
本
局
等)

□ 

港
湾
管
理
者(

支
援
港)

□ 

管
区
海
上
保
安
本
部(

本
部)

□ 

1 人 員 

・工事・測量業者は、被

災調査及び応急復旧対

応作業員を確保。ま

た、作業員の宿泊場所

を確保。確保困難時

は、港湾管理者及び国

土交通省が協力 

○ ○ 

   ● 

 ○ ○ 

 ・応援・広域連携

体制の確立 

 

 

・船舶代理店等は、水先

人、綱取りなど操船支

援体制を構築するため

の人員確保 

○ 

  ● 

  ● ○ ○ 

 ・応援・広域連携

体制の確立 

・○他：操船支援関

係者 

2 資機材・燃料 

・工事・測量業者は、被

災調査及び応急復旧対

応作業船等を確保。確

保困難時は、港湾管理

者及び国土交通省が協

力 

○ ○ 

   ● 

 ○ ○ 

 

・応援・広域連携

体制の確立 

・資機材の備蓄 

 

 

 

・港湾管理者は、作業船

の係留場所を確保 

● 

      

   ・作業船係留場所

の事前検討 

 

・工事業者は、応急復旧

に対応する建設資材を

確保 

○ ○ 

   ● 

 ○ ○  

・応援・広域連携

体制の確立 

・資機材の備蓄 

 

・工事業者等は、油防除

資材を確保 ● 

 ● ● 

 ● ●   ○ 

・応援・広域連携

体制の確立 

・資機材の備蓄 

・○他 ：直江津港

排出油等防除

協議会 

・港運業者は、荷役業務

継続のため荷役機械を

確保 

○ 

  ● 

  ○ ○ ○ 

 ・応援・広域連携

体制の確立 

・○他：北陸信越運

輸局 

・船舶代理店等は、タグ

ボートなど操船支援体

制を構築する船舶、資

機材を確保 

○ 

  ● 

  ● ○ ○  

・応援・広域連携

体制の確立 

・資機材の備蓄 

・○他：曳船事業者 

・関係者は、作業船、重

機、荷役機械及び非常

用発電機等を稼働する

ための燃料を確保 

● ● ● ● ● ● ● ○ ○  

・応援・広域連携

体制の確立 

・燃料の備蓄 

・○他：燃料事業者 
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資 源 対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

備考 

（○他 ：他関係者詳

細） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

3 電 力 

・関係者は、電力供給開始、

電気設備の早期復旧に向け

取組み電力を確保 

 

● ○ ● ● ● ● ● 

・東北電力、電気工事業者

との事前調整、協議 

・非常用発電設備等の設置 

・○他：全ての他関係者 

4 資金（予算） 

・関係者は、災害対応に関す

る 予算を確保するととも

に、災害予算活用に向けた

迅速な復旧対応 

● ● ● ● ● ● ● 

・災害査定を待たずにでき  

る作業の事前確認 

・災害査定に向けた必要手

順等の事前確認 

・○他：全ての他関係者 
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表 9－５ 回復段階に沿った手順等実現行動計画 

 

手順（回復段

階） 

対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

① 体制構築 

1 避難・安全確保 

・関係者は、発災直後、最寄

りの避難所等に避難する

など安全確保 

● ○ ● ● ● ● ● 

・避難ルート、避難場所の

確認・周知 

・避難行動計画の策定 

・○他 ：全ての他関係者 

・「図 9-2 港湾区域避難

計画図（案 1・2）」参

照 

2 

人員募集 

・安否確認 

・要員は安全を確保した上

で、所定の場所に参集 

● ○ ● ● ● ● 

 

・参集可能人員の想定と参

集人員不足に対する対応

検討 

・夜間、休日発生への備

え 

3 活動拠点の確保 

・関係者は、事務所等の被

災状況を点検し活動拠点

を確保 

● ○ ● ● ● ● 

 

・バックアップオフィスの

確保 

 

4 

データ・物流等 

システムの保全 

・関係者は、災害対応及び物

流再開に必要なデータ・シ

ステムの保全 

● ○ ● ● ● ● ○ 

・データ、物流等システム

のバックアップ 

・サーバの免震、浸水対策

等 

・物流システムの復旧方法

事前調整 

・○他 ：システム管理会

社 

② 立入規制等緊急措置 

岸壁・道路等 

1 

緊急措置 

（立入規制等） 

・管理者は、二次災害防止

の注意喚起、立入規制等

措置 

●
発
注 

    

○
受
注 

●
民
営 

・立入禁止基準の事前検討 ・○他 ：民営埠頭管理者 

航路・泊地 

2 

漂流物の一時的

な移動 

・港湾管理者等、直ちに除

去できない漂流物を航行

障害にならない場所へ移

動 

● 

 ○ ● 

 ● 

 

・移動場所の事前検討 ・海上保安庁は初動で

は人命救助を優先 

3 

緊急措置 

（沈没物の標

示） 

・港湾管理者は、沈没物の

位置を関係者に周知、注

意喚起 

●
発
注 

    

○
受
注 

 

・表示方法の事前検討  

4 

緊急措置  

（航泊禁止措

置） 

・海上保安庁等は、二次災

害防止の、注意喚起、航

泊禁止措置 

○ 

 ● 

    

・航泊禁止措置実施基準の

事前検討 

・MICS、航行警報に

よる船舶への注意喚

起 

※MICS：海上保安庁による「沿岸域情報提供システム」  
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手順（回復段階） 対応 

役割 広域連携 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細）

●主担当、○従担当・協力 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

北
陸
地
方
整
備
局(

本
局
等)
□ 

港
湾
管
理
者(

支
援
港)

□ 

管
区
海
上
保
安
部(

本
部)

□ 

5 

油の流出 

状況調査 

・関係者は、油の流出

状況を調査、海上保

安庁へ通報 

● ● ● ● 

 ● ● ○ ○ 

 

 

・各機関等の実

施内容・役割分

担の明確化 

・○他：原因者・直
江 津 港 排
出 油 等 防
除協議会 

6 流出油の回収等 

・関係者は、流出油の

拡散・回収等 

 

●
発
注 

 

● 

 

● 

 

● 

  

●
受
注 

 

● 

 

 

 

 

 

・各機関等の実

施内容・ 

役割 分担の明

確化 

・○他：原因者・直

江 津 港 排

出 油 等 防

除協議会 

７ 

「白山」の出動要

請等 

・油流出があった場

合には、「白山」の

出動要請、回航、油

回収を行う 

○ ○ ○ 

    

● 

 

● 

・管区海上保安本

部長が、北陸地

方整備局長に対

して、「白山」

の出動を要請す

る。 

 

③ 被災調査（一次調査） 

岸壁・道路等 

1 

利用者等による一

次調査（散乱物調

査を含む） 

・利用者等は、簡易

調査に基づく被災

状況を港湾管理者

へ報告 

 
 

● 

 
 

○ 

 
 

● 

 
 

○ 

 
 

○ 

  
 

●
民
営 

・調査方法、役割分担等の調整 
・○他 ：民営埠頭

管理者 

表 9-9「岸壁被

災調査要領

（案）」参照 

2 

工事業者等による

一次調査（散乱物

調査を含む） 

・港湾管理者等の依

頼により、工事業

者は簡易な調査に

基づく被災状況を

港湾管理者へ報告 

●
委
託 

    

○
受
託 

 

・調査方法、役割分担等の調整 表 9-9「岸壁被

災調査要領（案）」

参照 

航路・泊地 

3 
航路標識等の被災

状況調査 

・海上保安庁等は、

航路標識等の被災

状況調査を実施 

○ 

 ● 

  ○ 

 

・調査方法、役割分担等の調整  

4 

漂流物の調査 

（小規模漂流物除

去を含む） 

・港湾管理者等は、

陸上及び船舶から

漂流物の調査を実

施し、軽量なもの

を直ちに除去 

● 

 ○ ○ 

 ○ 

 

・調査方法、役割分担等の調整  

5 沈没物の調査 

・工事業者は、港湾

管理者の依頼で、

岸壁前面と水域の

沈没物の有無を確

認（音響測深機） 

● 

 ○ ○ 

 ○ 

 

・調査方法、役割分担等の調整  

③  利用可否の判定 

1 利用可否の判断 

・港湾管理者等は、一

次調査に 基づき

施設の利用可否を

判断 

 
 

 

● 

 
 

 

● 

     
 

 

●
民
営 

・判断基準の事前検討 
・○他 ：民営埠頭

管理者 

・「図 3-６係留

施設の使用可

否判定基準

（案）」参照 
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表 9－６ 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応-緊急物資輸送） 

 

手順（回復段

階） 

対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳

細） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

①  緊急物資荷揚げ岸壁の決定 

1 

緊急物資荷揚げ

岸壁の決定 

・港湾管理者は、県災害

対策本部、上越市、他

関連部局と調整し、緊

急物資荷揚げ岸壁を

決定 

● 

○
※ 

○ ○ 

  ● 

※ 港湾管理者からの要請により国

土交通省が港湾施設の利用調整の

管理業務を行うことができる。 

・○他：県災害対策本部 

   上越市 

   他関連部局 

② 施設の応急復旧、航路啓開 

岸壁・道路等 

1 応急復旧着手 

・工事業者は、港湾管

理者等の 要請で、

応急復旧に着手 

・大型の障害物の除去

等必要最 小限の応

急復旧（港湾管理者

は障害物の仮置場を

確保） 

 
 

 
 

 

●
発
注 

 
 

 
 

 

○ 

    
 

 
 

 

○
受
注 

 
 

 
 

 

●
民
営 

・復旧工事関係事業者との調整 

・仮置場の調整 

・○他 ：民営埠頭管

理者 

2 

散乱物の移動 

・処理 

・工事業者は港湾管理

者等の依頼で、港運

業者は主体的に、散

乱物を移動・処理 

・港湾管理者は、散乱

物の仮置場を確保 

 
 

 
 

●
発
注 

 

 

 
 

 
 

● 

 

 
 

 
 

○
受
注 

 
 

 
 

○ 

・コンテナ等輸出入貨物移動、処理

に係る税関との調整 

・仮置場の調整 

・○他 ：税関 

航路・泊地 

3 

航路標識等の 

応急復旧 

・海上保安庁等は、航

路標識等を応急復旧 

○ 

 ● 

  ○ 

 

  

4 

障害物（漂流

物、沈没物）の

引揚げ・処理 

・工事業者は、港湾管

理者等の依頼で、障

害物を引揚げ・処理 

・港湾管理者は、障害

物仮置場 (有価物保

管場所含む)を確保 

 
 

 

●
発
注 

 
 

 

○ 

 
 

 

○
許
可 

   
 

 

○
受
注 

 
 

 

● 

・機雷探査に関する調整 

・流出物に係る回収ルール等（所有

権放棄等）の調整 

・輸出入貨物に係る税関調整 

・○他 ：自衛隊 

   税関 

5 

航路の水深 

の確認 

・測量業者は、港湾管

理者等の依頼によ

り、水深を確認 

●
発
注 

○ ○
許
可 

  

○
受
注 

 

・航泊禁止措置実施基準の事 前検

討 
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手順（回復段

階） 

対応 

役割 広域連携 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

●主担当、○従担当・協力 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

北
陸
地
方
整
備
局(

本
局
等) 

港
湾
管
理
者(
支
援
港) 

地
方
運
輸
局) 

③ 輸送体制構築    

1 

緊急物資輸送の

ための道路状況

確認 

・県災害対策本部、上

越市、他関連部局

は、緊急物資輸送の

ための道路状況を

確認 

○ ○ 

    ● 

    ・○他 ：県災害対策本部 

   上越市 

   他関連部局 

・「図 9-3 緊急輸送路（案）」参

照 

2 輸送拠点確保 

・県災害対策本部、上

越市、他関連部局

は、物資の集積、選

別、配送等を行う輸

送拠点確保 

○ 

     ● 

    ・○他 ：県災害対策本部 

   上越市 

   他関連部局 

3 

海上輸送事業者

等へ協力要請 

・県災害対策本部は、

海上輸送事業者へ

協力要請（運輸局経

由） 

○ 

   ● 

 ● ○ ○ ○ 

・北陸地方整備局

(本局等)及び港湾

管理者(支援港)

も、緊急物資調達

及び輸送方法を検

討 

・○他 ：北陸信越運輸局 

   倉庫業者等 

4 

緊急物資輸送に

向けた体制構築 

・船舶代理店等は、県

災害対策本部等の

依頼で緊急物資輸

送の体制構築 

○ 

  ● ● 

 ● 

 

○ 

 ・支援港における

物資輸送体制の構

築(積み込み、出

港) 

・○他 ：倉庫業者等 

・北陸地方整備局管内

就航フェリー、ＲＯ

ＲＯ船、内航コンテ

ナ船船社 

5 

水先人・タグボ

ート等操船支援

体制の確保 

・港運業者は、県災害

対策本部 等の依

頼により水先人・タ

グボート等を手配。

手配困難な場合、港

湾管理者が協力 

○ 

  ● 

  ● 

    ・○他 ：操船支援関係者 

6 

物流システム 

の復旧 

・港運業者は、管理会 

社に依頼し、物流シ

ステムを復旧 

○ 

  ● 

  ● 

    ・○他：システム管理会社 

７ 荷役機械の復旧 

・港運業者は、被災し

た荷役機械を復旧 

 
 

 

● 

  

● 

 

○ 

 
 

 

● 

   ・工事業者・機械

メーカー等との調

整 

・修繕の長期化に

備えた代替設備の

事前手配 

・○他 ：北陸信越運輸局 

機械メーカー   
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手順（回復段

階） 

対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

④ 利用可否の最終確認 

1 

岸壁等の利用可

否の最終確認 

・港湾管理者等は、接岸、荷役  

等の安全性を確認し利用可否

を最終確認 

 
 

● 

      
 

●
民
営 

 

 

 

・○他 ：民営埠頭管理者 

2 

航路・泊地の利

用可否を最終確

認 

・海上保安庁は、入港可否を判 

断し航泊禁止解除 

○ 

 

● 

 

 

  

 

 

 

 

⑤ 緊急物資輸送開始 

1 緊急物資輸送 

・県災害対策本部等は、緊急物 

資輸送 

・港湾管理者は緊急物資輸送の 

状況に関して、完了目途を含 

め関係者と情報共有 

● 

 ○ 

 ● 

 ● 

・海外からの物資に係る、

税関・検疫との調整 

・○他 ：県災害対策本部 

   上越市 

   他関連部局 

   自衛隊 

   税関 

   検疫 

・行政の派遣要請により

「自衛隊」が輸送するこ

とも想定・ 
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表 9－７ 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応） 

 

手順 

（回復段階） 

対応 

役割 広域連携 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

●主担当、○従担当・協力 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

北
陸
地
方
整
備
局(

本
局
等) 

港
湾
管
理
者(

支
援
港) 

港
運
業
者(

支
援
港) 

船
舶
代
理
店) 

① 被災状況調査（二次調査） 

1 

測量業者等 

の詳細調査 

・港湾管理者等の

依頼により、測

量業者は詳細な

調査に基づく被

災状況を港湾管

理者へ報告 

 
 

●
委
託 

 
 

○ 

    
 

○
受
託 

 
 

●
民
営 

   

・調査方法、役割

分担等の調整 

・調査関係事業者

との調整 

・○他 ：民営埠頭管理者 

表 9-9「岸壁被災調査

要領（案）」参照 

② 応急復旧施設の優先順位決定 

1 

優先して応急復

旧する岸壁等 

の決定 

・港湾管理者は、

関係者と調整 

し、優先して応

急復旧する岸 

壁等を決定 

● ○ ○ ○ ○ ○ ● 

    ・○他 ：民営埠頭管理者 

2 

優先して応急復

旧する航路・泊

地の決定 

・港湾管理者は、

関係者と調整 

し、優先して応

急復旧する航

路・泊地を決定 

● ○ ○ ○ ○ ○ ● 

    ・○他 ：民営埠頭管理者 

③ 施設の応急復旧、航路啓開 

表 9－8・9 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応-緊急物資輸送 1・2）における「② 施設の応急復旧、航路啓開」を参照 

④ 輸送体制構築 

表 9－9 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応-緊急物資輸送 2）における「③ 輸送体制構築」を参照 

⑤ 利用可否の最終確認 

表 9－10 回復段階に沿った手順等実現行動計画（応急復旧対応-緊急物資輸送 3）における「④ 利用可否の最終確認」を参照 

⑥ 物流等再開（一次調査で利用可能な岸壁） 

1 物流等再開 

・物流等関係者は

輸送体制を構 

築するととも

に、緊急物資の 

輸送需要と調整

し、物流等再開 

○ 

 ○ ● ● 
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⑦ 物流等再開 

 

手順 

（回復段階） 

対応 

役割 広域連携 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

●主担当、○従担当・協力 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

北
陸
地
方
整
備
局(

本
局
等) 

港
湾
管
理
者(

支
援
港) 

港
運
業
者(

支
援
港) 

船
舶
代
理
店) 

1 

支援港での貨物

の代替輸送 

 

・港湾機能が確保

できない場合、一

定期間は支援港で

代替輸送を実施 
○ 

  

● ● 

  

○ ● ● 

・支援港におけ

る受入体制の確

保（人員、スペ

ース等） 

・荷主との調整 

・荷主 

２ 物流等再開 

・物流等関係者は

貨物、旅客の 

受入体制を構築

し、物流、フェ

リー航路を再開 

○ 

 ○ ● ● 

  

 

○ ○ 

 ・「表 9-11 埠頭別輸

出入・移出入表（そ

の 1～5）」参照 

3 
代替岸壁を利用

する場合の調整 

・代理店等は、代

替岸壁を利用 

する場合、施設

利用計画策定 

など関係者と必

要な調整 

○ 

  ● 

  ○ 

   

・輸出入貨物に係

る税関・検疫との

事前調整 

・○他 ：民営埠頭管理者 

   税関・検疫 

・同上表 参照 

 

表 9－８ 回復段階に沿った手順等実現行動計画（本復旧対応） 

 

 

 手順（回復段

階） 

対応 

役割 

●主担当、○従担当・協力 

調整事項等 

 

備考 

（○他 ：他関係者詳細） 

港
湾
管
理
者 

国
土
交
通
省 

海
上
保
安
庁 

港
運
業
者
・
船
舶
代
理
店 

海
上
運
送
事
業
者 

工
事
・
測
量
業
者 

他
関
係
者 

(ア)  本復旧に向けた対応方針検討 

1 

本復旧に向けた

対応方針検討 

・港湾管理者等の関係者は本復 

旧に向けた対応方針検討 

 
 

 

● 

 
 

 

○ 

 
 

 

○ 

 
 

 

○ 

 
 

 

○ 

 
 

 

○ ●
民
営 

 

 

・○他 ：民営埠頭管理者 
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西
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地
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南
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地
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頭

地
区
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渡

汽
船
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ー
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ナ
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ビ
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F
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）
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直
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津
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合
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訪

神
社

境
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避
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安
全

確
保

後
古

城
小

学
校

へ
避

難
 

東
埠

頭
地

区
 

背
後

高
台

へ
避

難
 

安
全

確
保

後
古

城
小

学
校

へ
避

難
 

出
典

：
上

越
市

津
波

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
⑦

 



44 

 

 

  

図
9

－
２

 
港

湾
区

域
避

難
計

画
図

（
案

2
）

 

荒
浜

埠
頭

地
区

 

八
千

浦
小

学
校

へ
避

難
 

出
典

：
上

越
市

津
波

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
⑧

 



45 

 

表 9－９ 岸壁被災調査要領（案） 

1.調査の種別および調査内容 

種  別 調査内容 

一次調査 施設管理者等が陸上からの目視点検により、施設利用可否について概略判定を行うための

調査 

二次調査 専門の測量業者等が行う調査 

2.一次調査要領 

目視による施設点検を基本とし、使用可否判定に係る変位量等を調査する。調査単位は、重力式の場合はケーソ

ン１函毎、矢板式の場合、上部工１スパン毎を基本とする。 

なお、桟橋式およびドルフィン式（注 1）の場合は、構造が複雑で専門的な調査を必要とする。よって、施設ご

とに独自の調査・判定を行う。 

調査項目 

 調査項目 計測単位 調査上の要点 

1 岸壁本体の法線出入 ｍ 
法線の凸凹・沈下・傾斜・吸い出 

2 岸壁本体の残留傾斜角 ° 

3 エプロン上の段差 ｍ 

エプロンの沈下・ひび割れ状況・段差・傾斜等 4 エプロン背後地間の段差 ｍ 

5 エプロンの海側への傾斜 ｍ 

6 附属工の損傷 有無 係船柱・防舷材の損傷 

7 貨物等の海中転落の有無 有無 － 

8 その他  道路の状況確認（岸壁へのアクセス） 

上記項目に対して一次調査で使用する、岸壁一次調査表（案）を表 9-10 に添付する。 

（注 1）直江津港における桟橋式・ドルフィン式岸壁：中央ふ頭 1 号岸壁・荒浜ふ頭の全岸壁 

3.二次調査要領 

港湾施設の被災状況の詳細調査を行うもので、目視及び測量機器を用いた調査とする。 

 調査項目 調査上の要点 

1 目視点検 
係留施設の損傷（クラック・吸い出し・継目の開き等）の有無、係

留施設の傾斜を「潜水士」により調査 

2 変位測量 レベル・光波測距儀等により、係留施設の変状を調査 

3 深浅測量 

海底地形形状を把握するために行う深浅測量 

※ナローマルチビーム測深機を使用することにより、水深を測量す

ると同時に海底の異常点も把握できる。 

GPS を利用し３次元で図面化できる。 

4 空洞化調査 地中レーダ探査・削孔調査 

※二時調査は、調査内容が多岐にわたるため、各施設において調査方法や取りまとめ方法を検討する必要がある。 
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表 9－１０ 岸壁一次調査表（案） 
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表
9

－
１

１
 

埠
頭

別
輸

出
入

・
移

出
入

表
（

そ
の

1
）

 
延

長
水

深
埠

頭
管

理
者

隻
数

(m
)

(m
)

(所
有

者
)

(月
平

均
)

輸
出

輸
入

移
出

移
入

1
西

埠
頭

1
号

岸
壁

1
7

4
-
1

0
.0

ア
ル

モ
リ

ッ
ク

ス
軌

道
走

行
式

移
動

新
潟

県
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

1
化

学
薬

品
鉄

鋼

吸
引

式
陸

揚
機

（
ニ

ュ
ー

マ
ア

ン
ア

ル
モ

リ
ッ

ク
ス

㈱
直

江
津

0
.6

化
学

薬
品

ロ
ー

ダ
ー

）
事

業
所

ア
ル

モ
リ

ッ
ク

ス
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店

ア
ル

モ
リ

ッ
ク

ス
ア

ル
ミ

ナ
サ

イ
ロ

県
営

西
埠

頭
野

積
場

県
営

船
舶

給
水

施
設

2
西

埠
頭

2
号

岸
壁

1
8

5
-
1

0
.0

県
営

西
埠

頭
上

屋
新

潟
県

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
1

県
営

西
埠

頭
野

積
場

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店

県
営

船
舶

給
水

施
設

3
内

貿
埠

頭
南

1
号

岸
壁

2
0

0
-
7

.5
県

営
南

埠
頭

上
屋

(佐
渡

汽
船

タ
ー

ミ
ナ

ル
)

新
潟

県
佐

渡
汽

船
(株

)
7

5
木

材
チ

ッ
プ

揮
発

油

（
耐

震
岸

壁
）

佐
渡

汽
船

㈱
待

合
所

古
川

海
運

㈱
（

佐
渡

汽
船

㈱
鉄

道
車

両

内
貿

埠
頭

２
号

物
揚

場
5

0
-
4

.0
佐

渡
汽

船
㈱

固
定

式
旅

客
回

廊
直

江
津

代
理

店
）

揮
発

油

内
貿

埠
頭

３
号

物
揚

場
5

0
-
4

.0
県

営
固

定
式

旅
客

回
廊

㈱
リ

ン
コ

ー
コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン

佐
渡

汽
船

㈱
船

舶
給

水
施

設
上

越
海

上
保

安
署

佐
渡

汽
船

㈱
船

舶
給

油
施

設
東

京
税

関
　

新
潟

税
関

支
署

県
営

南
埠

頭
前

緑
地

直
江

津
出

張
所

県
営

南
埠

頭
前

緑
地

（
佐

渡
島

公
園

）
高

助
コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
㈱

直
江

津
港

湾
事

務
所

直
江

津
港

植
物

検
疫

協
会

港
湾

管
理

用
資

材
倉

庫
直

江
津

港
木

材
輸

入
協

会

港
湾

合
同

庁
舎

日
本

海
曳

船
(株

)

4
内

貿
埠

頭
南

3
号

岸
壁

7
2

-
4

.5
休

泊
所

 日
本

海
港

湾
福

利
厚

生
協

新
潟

県
日

本
海

曳
船

(株
)

内
貿

埠
頭

南
4

号
岸

壁
1

2
0

-
4

.5
会

直
江

津
労

働
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

(一
財

)日
本

海
港

湾
福

利
厚

生
協

会

内
貿

埠
頭

南
5

号
岸

壁
6

0
-
4

.5
（

港
湾

会
館

）
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

5
内

貿
埠

頭
北

2
号

岸
壁

6
0

-
4

.5
県

営
内

貿
北

２
号

野
積

場
新

潟
県

日
本

海
曳

船
(株

)

内
貿

埠
頭

北
3

号
岸

壁
1

2
0

-
4

.5
県

営
内

貿
北

３
号

野
積

場
上

越
海

上
保

安
署

県
営

検
潮

所
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店

6
中

央
埠

頭
1

号
岸

壁
1

3
0

-
7

.5
海

陸
移

動
式

タ
ワ

ー
ク

レ
ー

ン
新

潟
県

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
2

金
属

く
ず

　
水

鉄
鋼

海
陸

移
動

式
タ

ワ
ー

ク
レ

ー
ン

（
旧

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店
金

属
く

ず
コ

ー
ク

ス

県
営

5
号

機
）

再
利

用
資

材

県
営

中
央

１
号

荷
さ

ば
き

地

県
営

中
央

１
号

野
積

場

県
営

船
舶

給
水

施
設

岸
壁

等
名

称
施

設
・

設
備

関
係

者
主

要
取

扱
品

目
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表
9

－
１

１
 

埠
頭

別
輸

出
入

・
移

出
入

表
（

そ
の

2
）

 
延

長
水

深
埠

頭
管

理
者

隻
数

(m
)

(m
)

(所
有

者
)

(月
平

均
)

輸
出

輸
入

移
出

移
入

7
中

央
埠

頭
2

号
岸

壁
1

8
5

-
1

0
.0

県
営

中
央

２
号

荷
さ

ば
き

地
新

潟
県

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
2

金
属

く
ず

水
砂

利
・

砂

県
営

中
央

２
号

野
積

場
日

本
通

運
㈱

新
潟

支
店

金
属

く
ず

コ
ー

ク
ス

県
営

船
舶

給
水

施
設

高
助

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

㈱
再

利
用

資
材

8
中

央
埠

頭
木

材
岸

壁
1

8
5

.9
-
1

0
.0

県
営

木
材

荷
さ

ば
き

地
新

潟
県

高
助

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

㈱
1

金
属

く
ず

製
材

原
木

金
属

鉱

県
営

木
材

野
積

場
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

2
非

金
属

鉱
物

石
炭

鉄
鋼

県
営

船
舶

給
水

施
設

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店
2

コ
ー

ク
ス

金
属

製
品

県
営

移
動

式
タ

イ
ヤ

マ
ウ

ン
ト

式
多

化
学

薬
品

コ
ー

ク
ス

目
的

ジ
ブ

ク
レ

ー
ン

6
号

機
水

化
学

薬
品

県
営

港
公

園
（

み
な

と
風

車
公

園
・

再
利

用
資

材

防
災

拠
点

緑
地

）

県
営

南
埠

頭
緑

地
（

み
な

と
風

車
公

園
・

防
災

拠
点

緑
地

）

9
中

央
埠

頭
鉱

産
品

岸
壁

2
7

0
-
1

3
.0

県
営

鉱
産

品
荷

さ
ば

き
地

新
潟

県
高

助
コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
㈱

1
石

炭
再

利
用

資
材

砂
利

・
砂

県
営

中
央

上
屋

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
3

非
金

属
鉱

物
廃

土
砂

鉄
鋼

県
営

中
央

上
屋

電
気

室
日

本
通

運
㈱

新
潟

支
店

5
石

炭
製

品
石

炭
非

鉄
金

属

県
営

中
央

2
号

上
屋

化
学

薬
品

水
コ

ー
ク

ス

県
営

鉱
産

品
野

積
場

金
属

く
ず

化
学

薬
品

県
営

船
舶

給
水

施
設

1
0

東
埠

頭
1

号
岸

壁
1

3
0

-7
.5

日
本

通
運

コ
ン

テ
ナ

上
屋

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
1

完
成

自
動

車
製

材
水

日
本

通
運

２
号

上
屋

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店
1

金
属

く
ず

日
本

通
運

３
号

上
屋

日
本

通
運

リ
ー

チ
ス

タ
ッ

カ
ー

日
本

通
運

ト
ッ

プ
リ

フ
タ

ー

日
本

通
運

ト
ラ

ク
タ

・
シ

ャ
ー

シ

海
陸

運
送

上
屋

（
海

陸
C

F
S

）

海
陸

運
送

C
F
S

2
号

上
屋

県
営

東
1

号
野

積
場

県
営

東
４

号
野

積
場

県
営

東
５

号
野

積
場

県
営

船
舶

給
水

施
設

県
営

東
埠

頭
緑

地
（

ス
ポ

ー
ツ

広
場

）

1
1

東
埠

頭
2

号
岸

壁
2

4
0

-
1

0
.0

県
営

東
2

号
野

積
場

新
潟

県
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

1
金

属
く

ず
水

県
営

船
舶

給
水

施
設

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店
1

岸
壁

等
名

称
施

設
・

設
備

関
係

者
主

要
取

扱
品

目

そ
の

他
石

油
製

品
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表
9

－
１

１
 

埠
頭

別
輸

出
入

・
移

出
入

表
（

そ
の

3
）

 

延
長

水
深

埠
頭

管
理

者
隻

数

(m
)

(m
)

(所
有

者
)

(月
平

均
)

輸
出

輸
入

移
出

移
入

1
2

東
埠

頭
3

号
岸

壁
1

8
5

-
1

0
.0

県
営

東
3

号
野

積
場

新
潟

県
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

1
完

成
自

動
車

鉄
鉱

石
水

砂
利

・
砂

県
営

船
舶

給
水

施
設

日
本

通
運

㈱
新

潟
支

店
金

属
く

ず
化

学
薬

品
金

属
く

ず
金

属
製

品

再
利

用
資

材
産

業
機

械

コ
ー

ク
ス

化
学

薬
品

1
3

東
埠

頭
4

号
岸

壁
（

耐
震

1
7

0
-
1

0
.0

県
営

軌
道

走
行

式
コ

ン
テ

ナ
ク

レ
ー

新
潟

県
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

8
そ

の
他

農
産

品
綿

花

岸
壁

）
ン

（
G

C
2

号
機

）
日

本
通

運
㈱

新
潟

支
店

8
原

木
そ

の
他

農
産

品

県
営

６
・

７
号

野
積

場
㈱

リ
ン

コ
ー

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

樹
脂

類
製

材

県
営

リ
ー

フ
ァ

設
備

J
F

E
テ

ク
ノ

ス
㈱

木
材

チ
ッ

プ
樹

脂
類

県
営

G
C

管
理

棟
㈱

サ
ト

ー
メ

ッ
ク

金
属

鉱
そ

の
他

林
産

品

県
営

G
C

管
理

棟
（

電
気

室
）

鉄
鋼

鉄
鉱

石

県
営

船
舶

給
水

施
設

鋼
材

金
属

鉱

非
鉄

金
属

鉄
鋼

金
属

製
品

非
鉄

金
属

自
動

車
部

品
金

属
製

品

産
業

機
械

自
動

車
部

品

電
気

機
械

セ
メ

ン
ト

窯
業

品
産

業
機

械

化
学

薬
品

電
気

機
械

そ
の

他
機

械

紙
・

パ
ル

プ
ガ

ラ
ス

類

窯
業

品

コ
ー

ク
ス

化
学

薬
品

化
学

肥
料

家
具

装
備

品

ゴ
ム

製
品

金
属

く
ず

再
利

用
資

材
紙

・
パ

ル
プ

輸
送

用
容

器
製

造
食

品

廃
棄

物
飲

料

染
料

・
塗

料
・

合
成

樹
脂

・
そ

の
他

化
学

工
業

品

測
量

・
光

学
・

医
療

用
機

械

衣
服

・
見

廻

品
・

は
き

も
の

文
房

具
・

運
動

娯
楽

用
品

・
楽

器

染
料

・
塗

料
・

合
成

樹
脂

・
そ

の
他

化
学

工
業

品

岸
壁

等
名

称
施

設
・

設
備

関
係

者
主

要
取

扱
品

目

そ
の

他
輸

送
機

械
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表
9

－
１

１
 

埠
頭

別
輸

出
入

・
移

出
入

表
（

そ
の

4
）

 
延

長
水

深
埠

頭
管

理
者

隻
数

(m
)

(m
)

(所
有

者
)

(月
平

均
)

輸
出

輸
入

移
出

移
入

1
3

東
埠

頭
4

号
岸

壁
（

耐
震

1
7

0
-1

0
.0

県
営

軌
道

走
行

式
コ

ン
テ

ナ
ク

レ
ー

新
潟

県
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

8

岸
壁

）
ン

（
G

C
2

号
機

）
日

本
通

運
㈱

新
潟

支
店

8

県
営

６
・

７
号

野
積

場
㈱

リ
ン

コ
ー

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

県
営

リ
ー

フ
ァ

設
備

J
F
E
テ

ク
ノ

ス
㈱

県
営

G
C

管
理

棟
㈱

サ
ト

ー
メ

ッ
ク

県
営

G
C

管
理

棟
（

電
気

室
）

県
営

船
舶

給
水

施
設

家
具

装
備

品

ゴ
ム

製
品

木
製

品

金
属

く
ず

取
り

合
せ

品

輸
送

用
容

器

1
4

東
埠

頭
5

号
岸

壁
1

3
0

-7
.5

固
定

式
ロ

ー
デ

ィ
ン

グ
ア

ー
ム

新
潟

県
㈱

IN
P

E
X

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
5

原
油

重
油

貯
油

施
設

 ㈱
IN

P
E
X

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
直

江
津

シ
ー

サ
ー

ビ
ス

㈱
水

原
油

オ
イ

ル
タ

ー
ミ

ナ
ル

直
江

津

県
営

船
舶

給
水

施
設

1
5

危
険

物
1

号
岸

壁
9

0
-7

.5
固

定
式

ロ
ー

デ
ィ

ン
グ

ア
ー

ム
新

潟
県

㈱
IN

P
E
X

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
1

2
原

油
原

油

危
険

物
2

号
岸

壁
1

3
0

-7
.5

貯
油

施
設

 ㈱
IN

P
E
X

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
直

江
津

シ
ー

サ
ー

ビ
ス

㈱
水

揮
発

油

オ
イ

ル
タ

ー
ミ

ナ
ル

直
江

津
そ

の
他

の
石

油

県
営

船
舶

給
水

施
設

水

1
6

危
険

物
3

号
岸

壁
1

3
0

-7
.5

固
定

式
ロ

ー
デ

ィ
ン

グ
ア

ー
ム

新
潟

県
昭

和
瀝

青
工

業
㈱

上
越

油
槽

所
2

貯
油

施
設

　
昭

和
瀝

青
工

業
㈱

上
越

油
槽

所
直

江
津

シ
ー

サ
ー

ビ
ス

㈱

県
営

船
舶

給
水

施
設

㈱
リ

ン
コ

ー
コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
化

学
薬

品
化

学
薬

品

1
7

東
埠

頭
漁

港
区

岸
壁

3
8

5
-4

.5
県

営
船

舶
給

水
施

設
新

潟
県

相
村

建
設

㈱
石

材

㈱
ミ

ツ
ミ

1
8

東
埠

頭
漁

港
区

物
揚

場
2

8
0

-2
.5

上
越

市
漁

業
協

同
組

合
事

務
所

新
潟

県
上

越
市

漁
業

協
同

組
合

東
埠

頭
漁

港
区

船
着

場
1

0
0

-2
.5

県
営

東
埠

頭
地

区
荷

さ
ば

き
地

㈱
ミ

ツ
ミ

東
埠

頭
地

区
物

揚
場

①
1

8
0

-2
.5

県
営

船
舶

給
水

施
設

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)

東
埠

頭
地

区
物

揚
場

②
4

0
0

-4
.0

㈱
高

舘
組

新
潟

潜
水

興
業

㈱

㈱
本

間
組

衣
服

・
見

廻

品
・

は
き

も
の

文
房

具
・

運
動

娯
楽

用
品

・
楽

器 そ
の

他
石

油
製

品

そ
の

他
石

油
製

品

そ
の

他
食

料
工

業
品

岸
壁

等
名

称
施

設
・

設
備

関
係

者
主

要
取

扱
品

目
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表
9

－
１

１
 

埠
頭

別
輸

出
入

・
移

出
入

表
（

そ
の

5
）

 
延

長
水

深
埠

頭
管

理
者

隻
数

(m
)

(m
)

(所
有

者
)

(月
平

均
)

輸
出

輸
入

移
出

移
入

1
9

(株
)J

E
R

A
上

越
火

力
発

6
5

-6
.5

㈱
J

E
R

A
上

越
火

力
発

電
所

(株
)J

E
R

A
㈱

テ
ク

ノ
中

部
1

電
所

荷
揚

桟
橋

東
北

電
力

㈱
上

越
火

力
発

電
所

直
江

津
海

陸
運

送
(株

)
0

㈱
J

E
R

A

東
北

電
力

㈱
上

越
火

力
発

電
所

2
0

(株
)J

E
R

A
上

越
火

力
発

1
4

0
-1

4
.0

㈱
J

E
R

A
上

越
火

力
発

電
所

(株
)J

E
R

A
㈱

テ
ク

ノ
中

部
4

電
所

L
N

G
受

入
桟

橋
東

北
電

力
㈱

上
越

火
力

発
電

所
直

江
津

海
陸

運
送

(株
)

3

㈱
J

E
R
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１０ 支援港としての考え方 

 

  北陸地方整備局管内で大規模災害が発生した場合、本港湾に被害がない場

合でも被災した港湾を支援する「支援港」として以下の事項について取り組む

ものとする。 

① 「復旧資機材等の支援」において、被災港への支援の拠点となる。 

② 「緊急物資輸送」において、被災港への支援の拠点となる。 

③ 「一般貨物の代替輸送」において、被災港の輸送貨物の代替輸送を行う。 

 

（１）復旧資機材等の支援 

被災港からの業務艇や作業船の出動の打診や出動要請に対して、円滑

に対応できるよう、関係者の体制を整えておく。 

（２）緊急物資輸送 

 被災港からの要請に対して、緊急物資の調達及び輸送方法等について

検討する。 

（３）一般貨物の代替輸送 

 自港が支援港として貨物輸送の代替港となる場合を想定し、受入体制

を検討する。 
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１１ 情報連絡体制 

 

迅速かつ確実な情報共有を行うため、情報連絡体制は、図 1１-１のとおり行う。 

また、表 1１-１に情報共有者一覧表を示す。 

さらに、情報発信様式を表 11-2 に示す。 

 

図 1１－１ 情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近隣住民・企業等 

港湾関係者 

 

・構成員は、被災状況、復旧状況を速やかに港湾管理者へ連絡 

・構成員は、被災による事務所移転、連絡先変更を速やかに港湾管理者へ連絡 

情報内容 被災情報・復旧情報 ・その他 

連絡手段 
固定電話・電子メール・FAX・携帯電話・ホームページ・その他 

※不測の事態に備えて複数の手段を使用する 

 

BCP 協議会構成員 

相
互
に
情
報
交
換 

・独自に点検した被災状況 

・港湾管理者等による応急復旧等状況 

情報内容 被災情報・復旧情報 ・その他 

連絡手段 
固定電話・電子メール・FAX・携帯電話・ホームページ・その他 

※不測の事態に備えて複数の手段を使用する 

港湾管理者 

集約した被災・復旧情報 

全
関
係
者
か
ら
の
被
災
・
復
旧
情
報 

ホームページ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/jou

etsu_naoetsu 

BCP 協議会構成員

へ情報発信 
ホームページ 

で情報発信 
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表 1１－２ 情報発信様式（案） 

情報発信様式-1 

「令和○○年○○月○○日○○時○○分頃の○○地震」の被害状況について 

作成日時 令和○○年○○月○○日○○時○○分 

作  成 上越地域振興局直江津港湾事務所 

岸壁・道路等 

番

号 

施設名称 被害状況 被害内容 復旧時期の見通し 備考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

航路・泊地 

番

号 

施設名称 被害状況 被害内容 復旧時期の見通し 備考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

被害状況凡例 その他特記事項 

○：被害軽微 

△：制限つきで使用可能 

×：使用不能 
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１２ 今後の課題 

 

本計画で作成した「直江津港港湾 BCP」においては、BCP のアウトラインを作成し

た。 

今後は、実効性を高めるとともに、BCP を継続的に維持改善するための BCM（事業

継続マネジメント）を含めた計画を行う必要がある。 

具体的には、次の問題に対して、検討を実施していく必要がある。 

 

1２-1 直江津港港湾施設の検討事項（ハード的検討） 

  ① 被害想定と復旧方法の詳細検討 

今回、チャート式による概略検討により各岸壁の地震被害想定を行ったが、検討

出来ない形式の岸壁（西ふ頭 1 号岸壁等）や詳細検討を行う必要がある事業継続

上重要な岸壁について、詳細な被害想定や復旧方法の検討を行っていく必要があ

る。 

  ② 津波に対する検討 

    津波に伴う外力による、岸壁の被害想定及び復旧方法の検討を行う必要がある。 

なお、岸壁以外の外郭施設や護岸等についても事業継続上、静穏度の確保や航路

閉塞の影響を確認するため、津波に対する検討を行っていく必要がある。 

   

1２-2 直江津港港湾 BCP 運用上の検討事項（ソフト的検討） 

  ① 各 BCP 協議会構成員の BCP 作成による役割・協働体制の充実化 

  ② 情報共有の具体的な運用方法の検討 

衛星電話・ホームページ・通信機器可動用非常用電源および燃料確保等具体的な

運用方法の検討を行っていく必要がある。 

③ 被害状況調査の具体的手法に対する検討（表 9-9 の充実） 

④ PDCA サイクルによる継続的な維持改善 

     P l a n：直江津港港湾 BCP 策定 

     D o：連絡体制の整備・強化、教育訓練、 

情報共有、協議会開催 

     C h e c k：問題の再点検 

     Act ion：回復目標、復旧方法の見直し 

④  各関連団体・企業の BCP と港湾 BCP 

との調整 
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１３ 直江津港港湾ＢＣＰ協議会 

 

1３-1 協 議 会 規 約  

 

直江津港港湾 BCP 協議会規約 
（名称） 

第 1 条 本協議会は、「直江津港港湾 BCP 協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第 2 条 協議会は、地震津波等により直江津港に災害が発生した場合において、港湾関係機関等が連携し

効率的な災害対策を行うことにより、港湾機能低下の最小化を図るとともに、早期の機能回復に資する

ため、直江津港港湾 BCP（事業継続計画）の策定を行うことを目的とする。 

（１）災害時における港湾関係機関の役割 

（２）災害時における関係者間の連絡体制 

（３）その他、協議会の目的を達成するために必要な事項 

（構成員） 

第 3 条 協議会は、別紙に掲げる直江津港に関連する行政機関、団体、港湾運送事業者、船社等で構成す

る。ただし、構成員は必要に応じて追加することができる。 

（会長） 

第 4 条 協議会に会長を置く。 

（１）会長は、新潟県上越地域振興局直江津港湾事務所長とする。 

（２）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

（事務局） 

第 5 条 協議会の事務局は、新潟県上越地域振興局直江津港湾事務所及び国土交通省北陸地方整備局新潟

港湾・空港整備事務所とする。 

（会議の開催） 

第 6 条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会長が必要と認めたときは、構成員以外の者の参加を求めることができる。 

（部会） 

第 7 条 協議会は、特定又は専門的な事項の検討を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。 

（規約の改正） 

第 8 条 この規約は必要に応じて改正できるものとし、構成員の承認をもって適用される。 

（その他） 

第 9 条 この規約に定めのない事項及び疑義のある事項については、協議会で協議のうえ、これを定める。 

附 則 

この規約は、平成２５年１１月２９日から適用する。 
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1３-2 協 議 会 会 員  

 

 

 

所 属 役 職

佐渡汽船(株)直江津代理店 課長

高助コーポレーション(株) 業務部課長代理

直江津海陸運送(株) 営業部長

日本通運(株)新潟支店 上越戦力調整課長

古川海運(株) 業務部海運課長

(株)リンコーコーポレーション直江津支店 支店長

甲信越福山通運(株)上越流通センター センター長

日本海曳船(株)直江津支店 支店長

アルモリックス(株)直江津事業所 所長

昭和瀝青工業(株)上越油槽所 所長

(株)INPEXロジスティクス ターミナル長

直江津港木材輸入協会 事務局長

上越市漁業協同組合 組合長

(株)JERA上越火力発電所 管理ユニット長

(株)INPEX JAPAN
国内エネルギー事業本部直江津LNG基地

操業グループマネージャー

直江津港建設工事安全連絡協議会 会長

上越海上保安署 次長

東京税関新潟税関支署直江津出張所 所長

横浜植物防疫所新潟支所直江津出張所 所長

上越市産業部産業立地課 産業立地課長

上越警察署警備課 警備課長

上越地域消防局 消防防災課長

北陸地方整備局港湾空港部　 港湾空港防災・危機管理課長

北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 所長

新潟県上越地域振興局直江津港湾事務所 所長

直江津港港湾ＢＣＰ協議会構成員

〔関係団体・事業者〕

〔行政機関〕
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